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介護支援専門員証の有効期間の取扱いについて 

 

本県における介護保険行政の推進について、平素から格別のご理解を賜り厚くお礼申し上げます。新

型コロナウイルス感染症については、県内において新規陽性者数が高い水準で推移していたことなどか

ら、５月１２日から５月３１日までの間、本県は緊急事態措置を実施するべき区域として決定されまし

た。 

今般の新型コロナウイルス感染症への対応のため、介護支援専門員証の有効期間満了日が令和３年及

び令和４年の方が、有効期間を更新するための研修（以下「更新研修等」という。）を修了できないこと

も想定されるため、対象者については有効期間を下記のとおり延長することとしましたのでお知らせし

ます。 

 

１ 介護支援専門員証の有効期間延長の対象者 

  令和３年１月１日から令和４年１２月３１日までに本来の有効期間（介護支援専門員証記載の有効

期間満了日）が満了する福岡県登録の介護支援専門員 

 ※当該延長通知の対象者は、福岡県登録の介護支援専門員の方です。他の都道府県で登録されている

介護支援専門員の方は、登録されている都道府県にご確認をお願いいたします。 

 

２ 介護支援専門員証の有効期間の延長について 

  当該通知による、有効期間の延長期間については下表のとおりです。 

本来の有効期間満了日 

（介護支援専門員証記載の有効期間満了日） 
延長後の有効期間満了日 

令和３年１月１日～令和３年１２月３１日 令和５年３月３１日 

令和４年１月１日～令和４年１２月３１日 令和６年３月３１日 

※新たな介護支援専門員証の交付は行いません。本来の有効期間満了後に、市町村や事業所等から

介護支援専門員証の提示を求められた場合は、介護支援専門員証と併せて、本通知を提示してくだ

さい。 

 

３ 更新研修等受講後の、介護支援専門員証の有効期間について 

「延長後の有効期間満了日」までに更新研修等を修了し、更新交付申請を行った場合は、「本来の有

効期間満了日」から５年間延長した介護支援専門員証を交付します。 

更新交付申請の際には、介護支援専門員証の原本に加え、当該通知を併せてご提出いただきます。 

（例） 

・本来（介護支援専門員証記載）の有効期間満了日   令和３年８月３１日 

・当該通知による延長後の有効期間満了日       令和５年３月３１日 

・更新研修受講後の新たな有効期間満了日       令和８年８月３１日 

※本来の有効期間満了日の翌日から５年間延長されます。延長後の有効期間から５年間延長される

わけではございませんのでご注意ください。 



 

３ 更新研修等の受講時期について 

当該取扱いを踏まえ、受講時期についてご検討ください。 

今後の新型コロナウイルス感染症の拡大の状況によっては、研修の延期や中止を行う場合がござい

ますので、以下のホームページを随時ご確認ください。 

（URL）https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kaigoshiennsennmoninn-shikaku.html 

 

４ 令和２年度までに更新研修等を修了している方について 

令和２年度までに更新研修等を修了している場合は、当該取扱いの対象外となります。更新交付申

請書の提出期限については、今後ホームページに掲載いたしますので、ご確認の上、期限までにご提

出ください。 

 

 

  


